
            株式会社ダイフクキュ－ビカエ－エムエフ

円 円

( 1,338,304,054 ） ( 997,984,040 ）

 流   動   資   産 1,242,187,961  流   動   負   債 975,971,043

現 金 及 び 預 金 22,292,388 買 掛 金 896,816,535

売 掛 金 332,017,788 未 払 金 728,823

商 品 及 び 製 品 323,138,914 未 払 費 用 53,989,954

仕 掛 品 275,898,709 未 払 法 人 税 等 3,754,693

前 払 費 用 4,958,227 前 受 金 8,901,218

短 期 貸 付 金 281,219,073 役 員 賞 与 引 当 金 2,196,990

未 収 入 金 3,862,862 製 品 保 証 引 当 金 9,050,000

貸 倒 引 当 金 △ 1,200,000 そ の 他 532,830

 固   定   資   産 96,116,093  固   定   負   債 22,012,997

有 形 固 定 資 産 29,270,079 退 職 給 付 引 当 金 14,812,997

建 物 923,359 預 り 保 証 金 7,200,000

機 械 及 び 装 置 25,804,926 ( 340,320,014 ）

工 具 器 具 備 品 2,541,794  株　主　資　本 340,320,014

無 形 固 定 資 産 66,765,014 235,000,000

の れ ん 38,971,090 315,000,000

ソ フ ト ウ ェ ア 27,639,124 資 本 準 備 金 225,000,000

そ の 他 154,800 そ の 他 資 本 剰 余 金 90,000,000

投資その他の資産 81,000 △ 209,679,986

敷 金 保 証 金 26,000 利 益 準 備 金 150,000

そ の 他 1,589,983 そ の 他 利 益 剰 余 金 △ 209,829,986

貸 倒 引 当 金 1,534,983△      繰 越 利 益 剰 余 金 △ 209,829,986

1,338,304,054 1,338,304,054合 計 合 計

貸   借   対   照   表

資 産 金 額 負 債 及 び 純 資 産 金 額

（平成２１年３月３１日現在）

利 益 剰 余 金

（  純　資　産  の  部  ）

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金



　株式会社ダイフクキュ－ビカエ－エムエフ

１．重要な会計方針に係わる事項に関する注記

（1）資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益の低下による簿価切下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

但し、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

（3）引当金の計上基準

① 貸倒引当金 貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に定める限度額のほか、債権

の回収可能性を検討して見積計上しております。

② 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

③ 退職給付引当金 退職給付引当金は従業員の退職金支払に備えるため会社の規定により計上しております。

（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理の方法

      税抜方式によっております。

（5）会計方針の変更

① 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

 　たな卸資産　

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりましたが、当事業年度よ

り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません.

② リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適

用指針第16号）が適用されたことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を引き続き採用しております。

　また、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

(追加情報)

　有形固定資産の耐用年数の変更

　平成20年度の法人税法の改正を契機として有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当事業年度より機械及び装置の耐用年数

の変更を行っております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

２．株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200 株

３．その他の注記

該当事項はありません。

個 　別 　注 　記 　表


